
国立大学法人岩手大学テニュア・トラック制に関する規則 

 

平成２８年９月３０日 制  定 

令 和 ７ 年 １ 月 ３ ０ 日 最終改正 

 

（目的） 

第１条 この規則は、国立大学法人岩手大学において実施するテニュア・トラック制に関する

事項を定めることを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

一 テニュア 国立大学法人岩手大学職員就業規則第４条に掲げる教員（附属学校教員を除

く。）で、同規則第２４条に規定する定年制の適用を受ける教員としての身分をいう。 

二 テニュア・トラック制 テニュア・トラック期間満了時までに講師であるテニュア・ト

ラック教員には准教授でのテニュアを、助教であるテニュア・トラック教員には助教での

テニュアの付与に係る審査を行い、可とされた教員についてテニュアを付与する制度（テ

ニュアの付与が不可となった場合には、テニュア・トラック期間満了をもって労働契約期

間が終了する制度）をいう。 

三 テニュア・トラック教員 テニュア・トラック制の教員として採用された教員をいう。 

四 テニュア・トラック期間 テニュア・トラック教員として採用されてからテニュアを付

与されるまでの期間（テニュアを付与されなかった場合は、任期が満了するまでの期間）

をいう。 

 

（テニュア・トラック教員の対象） 

第３条 テニュア・トラック教員として採用する教員は、講師又は助教として採用する教員及

び文部科学省が公募する卓越研究員事業により採用する教員とする。 

 

第４条 削除 

 

（テニュア・トラック教員の任期） 

第５条 テニュア・トラック教員の任期は、５年とする。 

 

（テニュア・トラック教員の給与） 

第６条 テニュア・トラック教員の給与は、国立大学法人岩手大学年俸制適用職員給与規則又

は国立大学法人岩手大学令和２年型年俸制適用職員給与規則の定めるところによる。 

 

（テニュア・トラック教員の選考） 

第７条 テニュア・トラック教員の選考は、国立大学法人岩手大学職員採用規則第５条の規定

に基づき、部局のテニュア・トラック教員を選考する委員会等が行う。 

 

（同意及び説明責任） 

第８条 テニュア・トラック教員を採用する場合は、当該教員から別紙様式による同意を得な

ければならない。 

２ 部局は、前項の同意を得るにあたっては、当該部局におけるテニュア・トラック制の内容、

その他必要な事項について、あらかじめ説明しなければならない。 

 

（研究環境の整備） 

第９条 部局は、研究室の確保、研究費の措置、メンター教員の配置その他テニュア・トラッ



ク教員の研究環境の整備に努めるものとする。 

 

（中間評価） 

第１０条 テニュア・トラック教員は、中間評価を受けるものとする。 

２ 中間評価は、部局の中間評価委員会等が行うものとする。 

３ 中間評価は、原則として採用から３年を経過する日までに行うものとし、部局の中間評価

委員会等は、その結果を速やかに部局長に報告するものとする。 

４ 部局長は、前項の報告について、必要に応じて部局の中間評価委員会等に対して指導を行

うものとする。 

５ 部局の中間評価委員会等は、中間評価の結果を当該テニュア・トラック教員に対して説明

するとともに、必要に応じて指導を行うものとする。 

 

（テニュア審査） 

第１１条 テニュア・トラック教員は、テニュア審査を受けるものとする。 

２ テニュア審査は、１次審査を部局のテニュア審査委員会等が行うものとする。 

３ 部局のテニュア審査委員会等は、１次審査を原則としてテニュア・トラック教員としての

期間満了日の７ヶ月前までに終えるものとし、その結果を速やかに部局長に報告するものと

する。 

４ 部局長は、前項の報告結果を速やかに教員人事会議に報告するものとする。 

５ 教員人事会議は、前項の報告に基づき、２次審査を行うものとする。 

６ 教員人事会議は、２次審査を原則としてテニュア・トラック教員としての期間満了日の６

ヶ月前までに終えるものとし、その結果を速やかに学長に報告するものとする。 

７ 学長は、前項の報告を受けたときは、テニュアを付与するか否かの決定を行う。 

８ 学長は、テニュアを付与するか否かの決定をしたときは、部局長を通じて当該テニュア・

トラック教員に通知するものとする。 

９ テニュアを付与されなかったテニュア・トラック教員は、任期満了をもって退職するもの

とする。 

 

（テニュア付与） 

第１１条の２ 前条第７項の規定により、学長がテニュア付与を決定した場合のテニュア付与

日は、テニュア・トラック期間が満了する日の翌日とする。 

 

（テニュア審査に係る不服申立て） 

第１２条 テニュア審査を受けたテニュア・トラック教員は、テニュア付与に係る審査結果に

ついて、不服がある場合は、書面により、部局長を通じて学長に不服申立てを行うことがで

きる。ただし、不服申立ては、テニュア審査の結果の通知を受けた日の翌日から起算し、１

４日以内に行わなければならない。 

２ 学長は、不服申立てに関する書面を受理したときは、教員人事会議において再審査を行わ

せ、その結果を報告させるものとする。この場合の再審査において、当該申立者は、意見陳

述を行うことができるものとする。 

３ 学長は、前項の報告に基づき、不服審査申し立てに対する措置を決定し、部局長を通じて

当該申立者に通知するものとする。 

 

（中間評価及びテニュア審査の実施時期の変更） 

第１３条 テニュア・トラック教員が、中間評価及びテニュア審査が実施される前に産前・産

後の特別休暇、病気休暇、育児休業又は介護休業等を取得する場合においては、当該テニュ

ア・トラック教員の申し出により、中間評価及びテニュア審査の実施時期を当該テニュア・

トラック教員の任期の範囲内で変更することができる。 



 

（就業規則の適用） 

第１４条 この規則に定めるもののほか、テニュア・トラック教員の就業に関し必要な事項は、

国立大学法人岩手大学職員就業規則の規定を適用する。 

 

（他の規程との関係） 

第１５条 テニュア・トラック教員（国立大学法人岩手大学令和２年型年俸制適用職員給与規

則の適用を受ける者を除く。）については、岩手大学教員評価指針第２に定める評価の対象

から除くものとする。 

 

（テニュア付与の特例） 

第１６条 学長は、第５条、第１０条及び第１１条の規定にかかわらず、次の各号のいずれか

に該当する場合は、教員人事会議の議を経て、テニュア・トラック教員にテニュアを付与す

ることができる。 

一 第１０条に規定する中間評価において特に優秀な評価を得た場合で、部局長がこれを推

薦する場合 

二 テニュア・トラック期間中に上位の職（任期を付された職を除く）に昇任した場合 

 

（雑則） 

第１７条 この規則に定めるもののほか、テニュア・トラック制の適用に関し必要な事項は、

別に定める。 

 

 

附 則 

この規則は、平成２８年１０月１日から施行する。 

 

附 則 

１ この規則は、平成３０年４月１日から施行する。ただし、改正後の第３条の規定につい

ては、施行の日において、既に組織検討委員会で教員補充計画が了承されている場合には

適用しない。 

２ 改正後の第１６条の規定については、施行の日の前日において、本学のテニュア・トラ

ック教員として在職している者には適用しない。 

 

附 則 

この規則は、令和元年５月１日から施行する。 

 

附 則 

この規則は、令和２年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この規則は、令和２年１０月１日から施行する。 

 

附 則 

この規則は、令和３年３月４日から施行し、令和２年４月１日から適用する。 

 

附 則 

この規則は、令和４年４月１日から施行する。 

 



附 則 

この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この規則は、令和７年１月３０日から施行する。 

 

  



別紙様式（第８条関係） 

 

 

 

同   意   書 

 

 

令和  年  月  日 

 

 

岩 手 大 学 長 殿 

 

 

氏名（自署）           

 

 

私は岩手大学にテニュア・トラック教員として、○○○○（注）に就任するに際し、岩手大

学テニュア・トラック制に関する規則第８条の規定に基づき、下記のとおり任期を定めて採用

されることに同意いたします。 

 

 

記 

 

令和  年  月  日から令和  年  月  日まで 

 

 

（注）○○○○部分には教育研究組織等及び職位を記入する。 



別紙様式（第１２条関係） 

 

 

 

申   立   書 

 

 

令和  年  月  日 

 

 

岩 手 大 学 長  殿 

 

所属                

職名                

氏名（自署）            

 

私は、テニュア付与に係る審査の結果、テニュア付与を認めないこととなった旨の通知を受

けましたが、国立大学法人岩手大学テニュア・トラック制に関する規則第１２条第１項の規

定に基づき、以下の理由により不服申立てをいたします。 

 

 

〔理由〕 

 


